
          公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会 
          名 古 屋 市 に じ が 丘 荘 事業・組織体系図 
 
 
          会長 本部 
（互選で選出） 
 名古屋市名東区 
 にじが丘三丁目１７番地 
  理事会 評議員会 
 ⑥ ⑰ 
 
  監 事 
       ② 職員は会長が任免。ただし、 
  相談役       施設長は理事会の議決を要 

④     する 
        

[公１：母子生活支援施設等運営事業；名古屋市にじが丘荘] 
 
 
 
 荘長＝施設長（法人事務局長を兼務） ① 
 指揮監督 

◎ 母子指導員 ④ 
◎ 少年指導員兼書記（被虐待児個別対応職員 ①を含む） ⑤ 
◎ 業務員 ① 

 
 

◎嘱託医（非常勤）① 
   

・ 就労支援保育士 ① 
・ 学童支援員   ① 
・ 心理療法担当職員 ② 
・ 被虐待個別対応補助職員 ① 
・ 就労支援保育補助職員  ④ 

 
◎印は、厚生労働省が平成２７年３月１７日に開いた全国児童福祉主幹課長会議にて指示

し配置が認められた職員で○印内のアラビア数字は、基準定数を示す。 
 それ以外の○印内のアラビア数字は、実人員を表す。 


